
9　　KAMIKAWA　3 月号 KAMIKAWA　3 月号　　8

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５-７７-２１１２　FAX０４９５-７７-2117

児童手当 ・ 児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当のご案内

◎児童手当

　 児童手当は、家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制

度です。

 　対象　15歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童(中学校卒業まで)を育てている方

　 支給月　６月・10月・２月　

 　※公務員の方は所属庁から児童手当が支給されます。そのため公務員になったとき、また公務員でなくなっ

　　　たときは手続きが必要となります。

◆12月の活動◆

 　みんなで飾り付けをして、かわいいモンブランができました。

＜調理 ・ 試食＞

白菜のポタージュ

里芋ツリーモンブラン

こ ど も 農 園 だ よ り
こども農園では随時参加者を募集しています。 活動に参加したい方は、 保健センターにご連絡ください。

◆里芋ツリーモンブランのレシピ◆

問合せ　保健センター　☎０４９５-７7-4041　FAX０４９５-７７-0550

＜農園活動＞

里芋、白菜、ネギの収穫

【作り方】

①里芋は皮をむき、茹でる。

②小鍋に、①、生クリーム、砂糖を入れて火にかける。

　 砂糖が溶けて粗熱が取れたら、ミキサー等に入れて滑らか

　 にする。

③絞り袋に②のクリームを入れ、タルト台に絞り入れる。

【材料】

※タルト５個分

里芋　　　　中 3 個 （90 ｇ）

生クリーム　100 ｇ

砂糖　　　　大さじ４ （36g）

小タルト台　 5 個

　ひな祭りのおやつにもぴったり！お好きな飾りつけをしてみてね♥

◎児童扶養手当

 　児童扶養手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭

(ひとり親家庭など)や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。

　 対象　下記に該当する、18歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童を育てている方

　　　　　 ※児童に政令で定める程度以上の障害がある場合は20歳まで対象となります。

           ①父母の離婚や死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童

　　　　　 ②父または母に政令で定める程度以上の障害がある児童

 　支給月　3月・5月・7月・9月・11月・1月（令和２年度の場合）

　 支給額　下表のとおり（令和2年４月～）　※所得額に応じて支給額が決まります。

◎特別児童扶養手当

 　特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害(政令で定める程度以上)のある児童を育てている家

庭を支援するための制度です。

 　対象　精神または身体に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方

　 支給月　４月・８月・11月

 　支給額　下表のとおり（令和2年４月～）

児 童 の 年 齢 月 額

３歳未満 （一律） 15,000 円

３歳以上小学校修了前 （第１ ・ ２子） 10,000 円

３歳以上小学校修了前 （第３子以降） 15,000 円

中学生 （一律） 10,000 円
※所得制限限度額以上の場合 （一律） 5,000 円

扶養親族等の数 所 得 制 限 限 度 額

０人 622 万円

１人 660 万円

２人 698 万円

３人 736 万円

４人 774 万円

５人 812 万円

児童数 全額支給 （月額） 一部支給 （月額）

１人の場合 43,160 円 　　43,150 円 ～ 10,180 円

２人目加算額 10,190 円 　　10,180 円 ～   5,100 円

３人目以降加算額 6,110 円 （１人につき） 　　　6,100 円 ～   3,060 円

障害の状態 月額 （児童１人につき）

１級 （重度障害児） 52,500 円

２級 （中度障害児） 34,970 円

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくし

　 ている直系血族や申請者の兄弟姉妹が

 　所得限度額を超えている場合には支給

　 されません。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族や申請者の兄弟姉妹が所得

 　限度額を超えている場合、対象の児童が障害による公的年金を受け取ることができ

　 る場合、児童福祉施設等に入所している場合には支給されません。

●支給額 ●※所得制限限度額

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合


